
藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付要綱 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付要綱（平成30年藤枝市告示第130号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 市長は、空き家の増加の抑制及び空き家の跡地の流通の促進を図るため、

空き家解体・除却事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付

するものとし、その交付に関しては、藤枝市補助金等交付規則（平成17年藤枝市

規則第２号）及びこの要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 空き家 藤枝市内の居住の用に供されていない住宅のうち、次に掲げる要件

の全てを満たすものをいう。 

ア 木造の一戸建て住宅（店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、店舗等の用

に供する部分の床面積が延べ床面積の半数を超えないものに限る。）又は長

屋であること。 

イ 昭和５６年５月３１日以前に建築された、又は同日において建築工事中で

あったこと。 

ウ 所有者等（所有者及びその相続人をいう。以下同じ）が自然人であること。 

エ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18

年国土交通省告示第184号）による耐震診断（国土交通大臣がこれと同等以上

と認める方法を含む。）の結果、上部構造評点が１．０未満又は一般財団法

人日本建築防災協会発行の「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく耐震

診断の結果、評点が７点以下であること。 

⑵ 空き家解体・除却事業 空き家の所有者等が、次のいずれかの者を利用して、

空き家及びそれ以外の定着物の全てを解体し、及び除却して当該空き家が所在

した土地を更地にすることをいう。 

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する建設業の許可（土

木工事業、建設工事業又は解体工事業の許可に限る。）を受けた者 

イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第

２１条第１項に規定する解体工事業者の登録を受けた者 

（補助対象経費及び補助額等） 



第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、空き家解体・

除却事業に要する経費のうち、空き家の解体及び除却に係る費用とする。ただし、

空き家解体・除却事業に寄附金その他の収入がある場合は、この限りでない。 

２ 補助額は、補助対象経費に１００分の２３を乗じて得た額とし、３０万円を限

度とする。ただし、補助額に１，０００円未満の端数があるときはこれを切り捨

てるものとする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同

項中「３０万円」とあるのは「５０万円」とする。 

 ⑴ 空き家を相続により取得した者が、相続の日から起算して３年を経過する日

までに空き家解体・除却事業を完了するとき。 

 ⑵ 空き家が、建築基準法（昭和25年法律第201号）第４３条第１項に適合せず、

かつ、同条第２項の規定の適用を受けない敷地に存するとき。ただし、同条第

１項の規定に適合する敷地とするため、周囲の敷地と結合することが困難でな

い又は同条第２項に規定する建築物に該当する見込みがあると市長が認めると

きを除く。 

 ⑶ 立地状況等のやむを得ない事由により、解体専用重機、バックホウその他こ

れらに類する重機を使用せず空き家を除却するとき。 

４ 藤枝市空き家解体・除却事業費補助金の交付回数は、同一年度につき１回限り

とする。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、解体・

除却に係る工事（以下「解体工事」という。）の契約締結の前に、次に掲げる書類

を添えて補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書（第２号様式） 

 ⑵ 空き家の建物登記事項証明書（空き家が未登記である場合は、固定資産評価

証明） 

 ⑶ 空き家の案内図、建物配置図及び各階平面図 

 ⑷ 空き家の敷地に係る公図の写し及び土地登記事項証明書 

⑸ 第２条第１号エに該当する空き家であることがわかる耐震診断の結果の写し 

 ⑹ 解体工事に要する費用の見積書 

 ⑺ 解体工事前の施工場所の写真 

 ⑻ 相続により空き家の所有権を取得した時がわかる書類の写し（前条第３項第



１号に規定する加算を受けようとする場合に限る。） 

 ⑼ 空き家の解体に係る同意書（第３号様式）(申請者と所有者等が異なる場合又

は申請者の他に所有者等がいる場合に限る。) 

 ⑽ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第５条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応

じて現地調査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第４

号様式）により通知する。 

（交付の条件） 

第６条 交付の決定に際しては、次に掲げる事項を条件とする。 

⑴ 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得な

ければならないこと。ただし、補助額に影響のない軽微な変更については、こ

の限りでない。 

⑵ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得

なければならないこと。 

⑶ 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。 

⑷ 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれ

らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、５年間保管しなければ

ならないこと。 

⑸ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難とな

った場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。 

（変更承認） 

第７条 申請者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、あらかじめ事業

計画変更承認申請書（第５号様式）に関係書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の変更承認申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ

現地調査し、変更の承認をするときは、事業計画変更承認通知書（第６号様式）に

より通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 申請者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業廃止（中止）



届（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、空き家解体・除却事業が完了したときは、事業完了の日から起

算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の２月

末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて実績報告書（第８号様式）

を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 解体工事に要した費用の領収書 

 ⑵ 解体工事後の施工場所の写真 

⑶ 解体工事の完了日がわかる書類の写し（第３条第３項第１号に規定する加算

を受けようとする場合に限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告書に係る補助事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、補助金

交付確定通知書（第９号様式）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 申請者は、前条の通知を受領した日から起算して１４日を経過した日ま

でに請求書（第１０号様式）を提出しなければならない。 

（消費税仕入控除税額に係る取扱い） 

第１２条 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額に消費税法（昭和63年

法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により仕入れに係る

消費税額及び地方消費税額として控除できる部分がある場合には、それら控除で

きる部分の合計額に補助率（補助金所要額を補助対象経費で除して得た率をいう。）

を乗じて得た金額（以下「消費税仕入控除税額等」）という。）を補助金所要額か

ら減じて得た額を、補助金の交付申請額としなければならない。ただし、補助金

の交付申請の時点において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにな

っていない場合は、この限りではない。 

２ 申請者は、第５条の規定による交付の決定した後に、消費税仕入控除税額等が

明らかになった場合には、その金額（前項の規定により補助金の交付の申請時に

おいて、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合に

あっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の額から減額



して第７条の規定による変更承認申請書を提出し市長の承認を受けなければなら

ない。 

３ 申請者は、第９条の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び

地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前

２項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部

分の金額）を消費税仕入控除税額等報告書（第１１号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたとき

は、これを市に返還しなければならない。 

⑴ 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 （申請の特例） 

第１３条 この要綱で規定する手続は、電子情報処理組織（藤枝市行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する条例（平成18年藤枝市条例第22号）第３条に

規定するものをいう。）の使用をもって代えることができる。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（令和６年４月１日藤枝市告示第101－10号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示施行の際、現に作成されているこの告示による改正前の藤枝市空き家

解体・除却事業費補助金交付要綱の様式については、当分の間、調整して使用す

ることができる。 

 （廃止） 

３ 藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付事務取扱要領（平成31年藤枝市告示

第131号）は、令和６年３月３１日限り廃止する。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

  



第１号様式（第４条関係） 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付申請書 

年  月  日  

藤枝市長      宛 

 

住  所 

                申請者 氏  名 

                    電話番号 

  

    年度において、藤枝市空き家解体・除却事業を実施したいので、補助金を

交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 交付申請額            円 

２ 仕入れに係る消費税額の控除対象事業者  □該当する □該当しない 

  該当する場合 

 （補助所要額）   （消費税仕入控除税額等）   （交付申請額） 

         円 －          円 ＝        円 

３ 補助上限額の加算（加算上限額 ２０万円） 

⑴ 相続後３年以内の解体事業     □該当する □該当しない 

   該当する場合 

   相続した年月日       年  月  日（被相続人の死亡日） 

 ⑵ 無接道地に存する空き家の解体事業 □該当する □該当しない 

  ※ 無接道地であっても、申請者が、当該敷地の隣接地を所有しているなど、

容易に無接道の状態を解消できる場合、加算の対象となりません。 

 ⑶ 立地状況等のやむを得ない理由により、解体専用重機を使用しない解体事業 

                    □該当する □該当しない 

   該当する場合 

   空き家が存する敷地が接する道路幅員 約    メートル 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

事業計画書 

 

１ 空き家の概要 

空き家の所在地 藤枝市 

空き家所有者の氏名及び住所  

敷地所有者の氏名及び住所  

建築年月日    年 月 日 建物用途  

階数 階建て 延べ床面積       ㎡ 

耐震診断の方法 

□平成18年国土交通省告示第184号による方法 

□「誰でもできるわが家の耐震診断」による方法 

□その他（                 ） 

空き家となった時期    年 月頃から空き家 

空き家となった理由 
 

 

 

２ 解体工事の概要 

解体工事施行業者 

業者名                   

代表者名              

所在地                   

電話番号              

□建設業の場合 

 建設業許可 □大臣□知事         号 

（    工事業）  

主任技師（監理技術者）氏名          

□解体工事業の場合 

 解体工事業登録     知事     号 

 技術管理者氏名          

解体工事の予定期間    年  月  日から   年  月  日まで 

補助対象経費         円 

 



第３号様式（第４条関係） 

 

空き家の解体に係る同意書 

  

申請者       が、藤枝市              に所在する空き

家を解体することに同意します。 

 

年  月  日  

 

                      住所 

                  （自署）氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

            様 

 

藤枝市長       □印    

 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった藤枝市空き家解体・除却事業費の補

助金について、下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

記 

 

 １ 交付決定額           円 

 

 ２ 交付の条件 

藤枝市補助金等交付規則及び藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付要綱

を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金事業計画変更承認申請書 

年  月  日  

 

藤枝市長      宛 

 

住  所 

                申請者 氏  名 

                    電話番号 

 

     年  月  日付け   第  号により補助金の交付決定を受けた空

き家解体・除却事業の計画を次のとおり変更したいので、承認されるよう関係書類

を添えて申請します。 

     

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 補助金額の変更 

 (1) 変更後           円 

 (2) 変更前           円 

 (3) 差引額           円 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

            様 

 

藤枝市長       □印    

 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金事業計画変更承認書 

 

     年  月  日付けで変更承認申請のあった藤枝市空き家解体・除却事

業費補助金について、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

 １ 承認の内容 

 

 

 ２ 補助金額の変更承認 

  (1) 変更前            円 

  (2) 変更後            円 

  (3) 差引額            円 

 

 ３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第８条関係） 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金事業廃止（中止）届 

年  月  日  

 

藤枝市長      宛 

 

住  所 

                申請者 氏  名 

                    電話番号 

 

     年  月  日付け   第  号により補助金の交付決定を受けた空

き家解体・除却事業について、次のとおり廃止（中止）したいので届け出ます。 

 

 

 廃止（中止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第９条関係） 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金実績報告書 

年  月  日  

 

藤枝市長      宛 

 

住  所 

                申請者 氏  名 

                    電話番号 

 

     年  月  日付け   第  号により補助金の交付決定を受けた空

き家解体・除却事業について、下記のとおり事業が完了したので、関係書類を添え

て報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象経費           円 

２ 解体工事の時期    年  月  日から    年  月  日まで 

 

 

 

 



 

第９号様式（第１０条関係） 

                               第   号  

                             年  月  日 

          様 

 

藤枝市長       □印    

 

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった藤枝市空き家解体・除却事業費補

助金について、次のとおり確定します。 

 

   交付確定額          円 

  （交付決定額          円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

 

請求書 

 

 

金             円 

 

 ただし、    年  月  日付け   第    号により補助金の交付の

確定を受けた藤枝市空き家解体・除却事業費補助金として、上記のとおり請求しま

す。 

 

  年  月  日 

 

 藤枝市長       宛 

 

住所 

氏名            ㊞ 

 

振 

込 

先 

金 

融 

機 

関 

金融機関名 

銀行    本店 

金庫    支店 

農協    支所 

漁協 

預金の種類 普通・当座（該当を○で囲む。） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

 

 



 

第１１号様式（第１２条関係） 

            年 月 日  

 

藤枝市長        宛 

住  所          

報告者 氏  名          

電話番号          

 

消費税仕入控除税額等報告書 

 

    年  月  日付け   第    号により補助金の交付の確定を受け

た藤枝市空き家解体・除却事業の補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したの

で、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 交付確定額         円 

 ２ 補助金交付申請時及び変更承認時の消費税仕入控除税額 

       円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

                円 

４ 補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額） 

         円 


